
「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり方について」 

答申の概要 

 

Ⅰ 経緯 

平成 28 年 12 月 12 日に神戸市上下水道事業審議会に諮問した「今後の下水道事業の経

営と使用料制度のあり方」について、審議会のもとに下水道専門部会を設置し、２年半にわた

り審議いただき、令和元年 6 月 3 日に神戸市に答申が提出された。 

 

Ⅱ 答申の概要 

１．下水道事業の現状と課題 

・神戸市の下水道使用料は昭和61年度に改定を行って以降、消費税改定を除いて、現行

使用料を維持してきた。 

・昭和 40 年代に集中的に整備した下水道施設（下水管きょや処理場・ポンプ場）が、耐用

年数を順次迎える時期となり、今後、老朽化した施設の急激な増加が見込まれ、改築更

新費用が増大する。 

・中長期的には、人口減少等に伴う有収水量の減により使用料収入の減少が見込まれる。 

・下水道事業の収支は令和元年度に赤字となり、その後は赤字が累積する見込みである。 

・国からは、汚水処理経費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示す経費回収率が

100％以上であることを求められているが、近年は使用料で回収できておらず、適切な使

用料徴収による経費回収率の改善が不可欠である。 

・今後の下水道事業の運営に支障をきたすおそれがあることから、喫緊の課題として、下水

道事業の経営基盤の安定化を図ることが必要である。 

 

２．下水道事業の経営のあり方 

(1) 中長期的な財政計画：今回の検討にあたっては、令和２年度から 10年間の財政計画 

(2) 維持管理費と建設改良費：維持管理費は毎年 85 億円程度で推移 

 建設改良費は平準化を図ることによって毎年 210～220

億円程度 

(3) 企業債残高の増加の抑制：計画的な企業債発行で、残高増加を抑制 

(4) 単年度収支の均衡：“独立採算の原則”と“受益者負担の原則”に基づく経営 

(5) 経費回収率の改善：経費回収率は下水道使用料で汚水処理経費をどれだけ賄え

ているかを示す指標であり、100％以上とすることが必要 

(6) 資金残高の確保：資金ショートすることがない計画 

 

３．使用料制度のあり方 

(1) 基本的な考え方 

 

 

 

 

 

使用の態様に応じて妥当 

適正な原価を超えない 

定率・定額で明確に規定 

不当な差別的取扱いの禁止 

下水道法第 20条第 2項 

(使用料の原則) 

＋ 
安定した収入の確保 → 基本使用料の増額 

少量使用者への配慮 → 基本水量制の維持 

負担の公平性 → 従量使用料は一律増額 

今回の使用料改定のポイント 

Ⅱ報告 



(2) 水量使用料 

①基本使用料と基本水量制 

・現行、使用水量の有無に関わらず発生する固定的経費（使用料徴収経費や下

水道施設の改築更新費用など）を基本使用料で十分に賄えておらず、安定した

収入の確保のため、基本使用料の割合を高めることが必要 

・少量使用者の負担が急激に増えないように配慮するために、今回の改定では基

本水量の廃止ではなく切り下げを行うことが妥当 

②一般汚水：基本水量は月５㎥（月 10 ㎥から切り下げ）、基本使用料は 500 円（＋30 円） 

 従量使用料 20円/㎥を新設（6～10㎥）、他８ランクの単価は一律 2％増 

  
  5 ㎥： 470 円① 

 10 ㎥： 470 円① 

 20 ㎥： 1,450 円③ 

   100 ㎥： 12,590 円③

 1,000 ㎥： 210,390 円⑦ 

 10,000 ㎥： 2,535,390 円⑧ 

  5 ㎥： 500 円      (＋30 円)① 

 10 ㎥： 600 円     (＋130 円)③ 

 20 ㎥： 1,600 円     (＋150 円)③ 

 100 ㎥： 12,950 円    (＋360 円)③

 1,000 ㎥： 214,250 円   (＋3,860 円)⑦ 

 10,000 ㎥： 2,583,250 円  (＋47,860 円)⑧ 

※○付数字は大都市（政令指定都市 20 市と東京都）における廉価な方からの順位 ※金額はすべて税抜き 
 

③浴場汚水：基本水量は月５㎥（月 10 ㎥から切り下げ）、基本使用料は 500 円（＋30 円） 

 従量使用料は据え置き（6 ㎥～：37 円/㎥） 

④共用汚水：基本水量は月５㎥（月 10 ㎥から切り下げ）、基本使用料は 370 円（＋20 円） 

 従量使用料は従量使用料 ２％増（6 ㎥～：17 円/㎥） 

(3) 水質使用料  据え置き 

 

・使用料改定後は、財政計画期間の令和２年度から 10 年間平均で年間約 12 億円の増

収が見込める。 

・よって、使用料改定時期は令和２年４月とすべきである。 

 

４．神戸市下水道事業経営計画（案） 

「神戸市下水道事業経営計画（案）」を財政計画期間と同一の 10 年間（令和２年度～

令和 11 年度）の計画とし、総務省が求める「経営戦略」として位置づけることは妥当。 

なお、計画策定にあたっては、以下の視点が必要。 

(1) 快適な市民生活と社会活動の維持 

(2) 災害に備える安全・安心なまちづくりの推進 

(3) 良好な水環境と循環型社会の実現への貢献 

(4) 下水道の見える化 

(5) 安定した下水道サービスの提供 

現行 改定案 
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 平成 28 年 12 月 12 日付 神建下経第 677 号で諮問

のあった「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり
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１．下水道事業の現状と課題 

下水道は、生活環境の改善のほか、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全、

浸水の防除などの役割を担うインフラであり、都市の発展を支える上で重要な

役割を果たしている。 

昭和 26年（1951 年）に本格的に着手した神戸市の下水道事業は、67年が経

過し、平成 29年度(2017年度)末の人口普及率は 98.7％まで整備が進んだ。 

一方で、昭和 40 年代(1965年～1974年)に下水道普及率の向上を目的として

集中的に整備した下水道施設が、耐用年数を順次迎える時期となり、老朽化し

た施設の急激な増加が見込まれることから、今後、改築更新費用が増大する。 

一方、中長期的には、人口減少等に伴い有収水量が減っていくため、使用料

収入が減少していく見込みである。 

その結果、下水道事業の収支は令和元年度(2019年度)に赤字となり、その後

は赤字が累積し、資金残高が減少していく見通しである。 

地方公営企業である下水道事業は、独立採算が原則であり、国からは、汚水

処理経費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示す経費回収率が 100％以

上であることを求められている。 

神戸市の場合、昭和 61年（1986年）に改定を行って以降、消費税改定を除い

て、現行の下水道使用料を維持してきたが、近年は汚水処理経費を使用料で回

収できておらず、適切な使用料徴収による経費回収率の改善が不可欠である。 

今後の下水道事業の運営に支障をきたすおそれがあることから、喫緊の課題

として、下水道事業の経営基盤の安定化を図ることが必要である。 
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２．下水道事業の経営のあり方 

将来にわたり下水道サービスを安定的・持続的に提供していくためには、財

政基盤の強化を図り、下水道施設の適正な維持管理と改築更新を行っていくこ

とが重要である。これを踏まえて、下水道事業の経営のあり方について検討を

行い、下記のとおり結論を得た。 

 

（１）中長期的な財政計画 

下水道事業の経営のあり方を検討するにあたっては、中長期的な視点に立

った経営収支を踏まえた財政計画の立案が必要である。 

また、総務省は、将来にわたって安定的に事業を継続していくため、10

年間以上の中長期的な計画である「経営戦略」の策定を全ての公営企業に要

請している。 

したがって、財政計画の期間は、中長期的な視点に立ち、総務省が求める

「経営戦略」の期間と一致させることとし、今回の検討にあたっては令和２

年度(2020年度)から 10年間の計画とする。 

 

（２）維持管理費と建設改良費 

これまで処理場の統廃合、民間活力の導入、新技術の導入など、業務の合

理化・効率化に取り組み、維持管理費の削減を行ってきた。 

引き続きコスト削減努力は行っていかなければならないが、適切な維持管

理のためには、さらなるコスト削減は困難な状況であり、今後の維持管理費

は毎年 85億円程度で推移する見込みである。 

また、昭和 40 年代(1965年～1974年)に集中的に整備した下水管きょや処

理場・ポンプ場が耐用年数を順次迎えていくことから、老朽化施設の増加に

伴う改築更新事業の増加が見込まれており、これらにかかる建設改良費は、
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平準化を図ることによって、令和２年度(2020 年度)以降、年間 210 億円か

ら 220億円程度を想定している。 

 

（３）企業債残高の増加の抑制 

企業債は、下水道サービスによる受益と建設改良費負担の世代間の公平性

を確保する観点から必要とされるが、将来世代に過大な負担とならないよう

計画的に企業債を発行し、残高の増加をできるだけ抑制するよう努めていく

ことが必要である。 

 

（４）単年度収支の均衡 

下水道事業は地方公営企業法に基づき、事業に必要な経費は、経営に伴う

収入（下水道使用料）をもって充てる独立採算が原則とされており、また、

下水道サービスの受益者がその受益の程度に応じて使用料を負担するとい

う受益者負担の原則に基づいて運営されている。 

下水道サービスの安定性・持続性を保つためには、適切な使用料収入を確

保し、単年度収支の均衡を図ることが必要である。 

 

（５）経費回収率の改善 

経費回収率は、下水道使用料で汚水処理原価（使用料対象経費）をどれだ

け賄えているかを表す指標であり、当該指標は使用料単価（下水道使用料÷

年間有収水量）が汚水処理原価を上回る 100％以上でなければならない。 

数値が 100％を下回っている場合、使用料単価が汚水処理原価を下回る「原

価割れ」を生じているため、適切な使用料収入を確保し、経費回収率を 100％

以上とする必要がある。  
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（６）資金残高の確保 

市民生活の根幹に関わる下水道サービスを安定的・持続的に提供し続ける

ために、経営収支とあわせて資金の動向に注視し、資金ショートすることが

ない計画にする必要がある。 

 

３．使用料制度のあり方 

（１）基本的な考え方 

下水道事業における使用料の基本原則は、下水道法第 20 条第２項に規定

されており、その主旨は、排除した下水の量や水質に応じた妥当な使用料で

あること、また、特定の使用者に対して負担に偏りのある使用料であっては

ならないことである。 

使用料制度のあり方を考えるにあたっては、この基本原則を遵守し、「安

定した収入の確保」、「少量使用者への配慮」、「負担の公平性」の観点を踏ま

えて検討を行い、下記のとおり結論を得た。 

 

（２）水量使用料 

①基本使用料と基本水量制 

基本使用料は、使用水量の有無に関わらず発生する固定的経費（使用料

徴収経費や下水道施設の改築更新費用など）を賄うものであるが、現行の

使用料体系では、固定的経費を基本使用料で十分には賄えていない。安定

した収入の確保のため、この基本使用料の割合を高めることが必要である。 

現行の使用料制度では、月 10 ㎥を基本水量とし、その範囲内において

使用料を定額としており、使用水量の多少に関わりなく使用料が変わらな

い状態となっている。 

現在、基本水量の月 10 ㎥に満たない使用者は全使用者の約 41％を占め



 

- 5 - 

 

ている。少量使用者の負担が急激に増えないように配慮するために、今回

の改定では基本水量の廃止ではなく切り下げを行うことが妥当である。 

 

②一般汚水 

基本水量は、基本水量内の平均使用水量を考慮して月５㎥とし、月６㎥

から月 10㎥までは従量使用料区分を新設することが妥当である。 

基本使用料は、現行の 470円(税抜)を 500円(税抜)に改定する。 

従量使用料は、今回の改定では現行の使用料体系を基本的に維持するこ

ととし、「負担の公平性」の観点をふまえ、各水量区分の単価を同率で改

定することが妥当である。 

 

③浴場汚水 

基本水量と基本使用料は一般汚水と同じとするが、一般公衆浴場は公共

性があり、その確保を図る必要性があること、物価統制令によりその入浴

料金は制限されていること、一般公衆浴場への支援は神戸市の基本施策で

あることなどから、浴場汚水の従量使用料は据え置くことが妥当である。 

 

④共用汚水 

共用汚水の基本水量、基本使用料、従量使用料は、一般汚水の改定率に

準じた改定とすることが妥当である。 

 

（３）水質使用料 

水質使用料は、一定基準を超える高濃度汚水を排出する事業者から徴収し

ているが、現在処理費用に見合う水質使用料を徴収できていることから、据

え置くことが妥当である。 
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複数の案からＣ－５案とＤ－５案を改定案候補とし、それらを比較・検討し

てＣ－５案を改定案とする審議の過程で次のような意見があった。（表３参照。） 

・基本使用料で固定的経費を賄う割合を高めることが望ましい。 

・基本水量は廃止するのが望ましいが、少量使用者への配慮の観点から、いき

なり廃止するのではなく、５㎥か６㎥程度に引き下げることが現実的である。 

・基本水量を月５㎥とすると基本水量内の使用者の約 50％がカバーできる。 

・基本水量を月５㎥にするほうが、より多くの使用者で負担を分かち合える。 

・従量使用料の改定率はなるべく抑えることが望ましい。 

・大口使用者の負担をもう少し軽減することも必要ではないか。 

以上のことを踏まえた使用料の案を表１に示す。 

 

（表１）下水道使用料（案）〔１戸１月につき〕（税抜） 

汚水の

種別 

現 行 改 定 案 

区分 単価 区分 単価 

一 般

汚 水 

基本使用料 

（10㎥以下） 

470円 基本使用料 

（5㎥以下） 

500円 

6㎥～10㎥ 
×20円/㎥ 

【新設】 

11㎥～30 ㎥ ×98円/㎥ 11㎥～30㎥ ×100円/㎥ 

31㎥～50 ㎥ ×128円/㎥ 31㎥～50㎥ ×130円/㎥ 

51㎥～100 ㎥ ×152円/㎥ 51㎥～100㎥ ×155円/㎥ 

101㎥～200 ㎥ ×183円/㎥ 101㎥～200㎥ ×186円/㎥ 

201㎥～500 ㎥ ×215円/㎥ 201㎥～500㎥ ×219円/㎥ 

501㎥～1,000 ㎥ ×230円/㎥ 501㎥～1,000㎥ ×234円/㎥ 

1,001㎥～2,000㎥ ×245円/㎥ 1,001㎥～2,000㎥ ×249円/㎥ 

2,001㎥～ ×260円/㎥ 2,001㎥～ ×265円/㎥ 

浴 場

汚 水 

基本使用料 

（10㎥以下） 

470円 基本使用料 

（5㎥以下） 

500円 

11㎥～ ×37円/㎥ 6㎥～ 
×37円/㎥ 

【据え置き】 

共 用

汚 水 

基本使用料 

（10㎥以下） 

350円 基本使用料 

（5㎥以下） 

370円 

11㎥～ ×16円/㎥ 6㎥～ ×17円/㎥ 
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表１の使用料改定後は、財政計画期間の令和２年度（2020年度）から 10年間

平均で年間約 12億円の増収が見込める。 

経費回収率は平均約 100.3％に改善が図られ、最終年度である令和 11 年度

（2029年度）には 103.69％となる見通しである。 

 

表２のとおり、収入見込額から平均改定率を 7.0％と算出した。 

 

（表２）改定後の使用料収入試算 

（令和２年度（2020 年度）～令和 11年度（2029年度）） 

現行使用料による収入見込額（10年間） Ａ 175,986,274,258 円 

表１の使用料（案）による収入見込額（10年間） Ｂ 188,312,920,458 円 

増収見込額（10 年間） Ｂ－Ａ＝Ｃ 12,326,646,200 円 

収入ベースにおける平均改定率 Ｃ÷Ａ 7.0％ 
 

 

 
 

 
 

 

よって、使用料改定時期は、令和２年（2020年）４月とすべきである。 
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（表３）改定案（Ｃ－５案）とＤ－５案の比較 

 

汚水

の 

種別 

現 行 改定案（Ｃ－５案） Ｄ－５案 

区分 単価 区分 単価 区分 単価 

一

般

汚

水 

基本使用料 

(10㎥以下) 

470円 基本使用料 

(5 ㎥以下） 

500円 基本使用料 

(6㎥以下) 

500円 

6 ㎥～10 ㎥ 
×20円/㎥ 

【新設】 
7㎥～10㎥ 

×20円/㎥ 

【新設】 

11㎥～30㎥ ×98円/㎥ 
11 ㎥～ 30

㎥ 
×100円/㎥ 

11㎥～30

㎥ 
×101円/㎥ 

31㎥～50㎥ ×128円/㎥ 
31 ㎥～ 50

㎥ 
×130円/㎥ 

31㎥～50

㎥ 
×131円/㎥ 

51 ㎥～100

㎥ 
×152円/㎥ 

51 ㎥～100

㎥ 
×155円/㎥ 

51㎥～100

㎥ 
×156円/㎥ 

101 ㎥～200

㎥ 
×183円/㎥ 

101 ㎥～200

㎥ 
×186円/㎥ 

101㎥～200

㎥ 
×188円/㎥ 

201 ㎥～500

㎥ 
×215円/㎥ 

201 ㎥～500

㎥ 
×219円/㎥ 

201㎥～500

㎥ 
×221円/㎥ 

501 ㎥ ～

1,000㎥ 
×230円/㎥ 

501 ㎥ ～

1,000 ㎥ 
×234円/㎥ 

501㎥～

1,000 ㎥ 
×237円/㎥ 

1,001 ㎥ ～

2,000㎥ 
×245円/㎥ 

1,001 ㎥～

2,000㎥ 
×249円/㎥ 

1,001㎥～

2,000㎥ 
×252円/㎥ 

2,001㎥～ ×260円/㎥ 2,001 ㎥～ ×265円/㎥ 2,001 ㎥～ ×268円/㎥ 

浴

場

汚

水 

基本使用料 

(10㎥以下) 

470円 基本使用料 

(5 ㎥以下） 

500円 基本使用料 

(6㎥以下) 

500円 

11㎥～ ×37円/㎥ 6 ㎥～ 
×37円/㎥ 
【据え置き】 

7㎥～ 
×37円/㎥ 
【据え置き】 

共

用

汚

水 

基本使用料 

(10㎥以下) 

350円 基本使用料 

(5 ㎥以下） 

370円 基本使用料 

(6㎥以下) 

370円 

11㎥～ ×16円/㎥ 6 ㎥～ ×17円/㎥ 7㎥～ ×17円/㎥ 
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４．神戸市下水道事業経営計画（案） 

下水道事業の中期経営計画「こうべアクアプラン 2020」（計画期間：平成 28

年度(2016年度)～令和２年度(2020年度)）を、「神戸市下水道事業経営計画（案）」

として承継し、財政計画期間と同一の 10 年間（令和２年度(2020 年度)～令和

11年度(2029年度)）の計画とすることは妥当である。 

また、「神戸市下水道事業経営計画（案）」を総務省が求める「経営戦略」と

して位置づけることは妥当である。 

なお、計画策定にあたっては、以下の視点が必要であると考える。 

 

（１）快適な市民生活と社会活動の維持 

神戸市の下水道施設は、昭和 40年代（1965 年～1974年）に集中的に整備

しており、今後、老朽化した施設の急激な増加が見込まれる。これらを放置

すると、下水道施設の機能の維持が難しくなるだけでなく、道路陥没などの

原因となり、市民生活や社会活動に多大な影響を与えることとなる。そのた

め、下水道施設を健全に保ち、都市基盤である下水道を将来にわたり持続さ

せる必要がある。 

事業を持続するにあたり、施設の点検調査を充実させるとともに、新技術

や先進的なストックマネジメント手法の導入を積極的に行い、必要となる改

築事業を経済的かつ効果的に進める必要がある。 

 

（２）災害に備える安全・安心なまちづくりの推進 

近年、大規模な地震により、多くの人々や社会インフラが被害に遭ってい

る。神戸市では、阪神・淡路大震災により甚大な被害を受けており、下水道

施設も処理場の機能停止などが発生し、市民の健康や社会活動に重大な影響

を及ぼした。その経験をふまえ、大規模な地震が発生しても、下水道施設の
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機能を確保できるよう対策を進める必要がある。 

また、近年全国的に台風や豪雨による浸水被害が頻発しており、平成 30

年度（2018 年度）には神戸市においても、大型の台風による浸水被害が沿

岸部を中心に発生している。これまでも浸水対策事業に取り組み、浸水に対

する安全性は向上しているが、先般の浸水被害への対策も含め、引き続き事

業を積極的に推進する必要がある。加えて浸水リスク情報の発信などのソフ

ト対策を進め、ハード・ソフト両面の対策により防災･減災に取り組んでい

かなければならない。 

 

（３）良好な水環境と循環型社会の実現への貢献 

下水道の役割は河川や海の水質保全であり、自然豊かな神戸のまちに貢献

する必要がある。一方で、下水の処理過程では、多くの温室効果ガスが排出

されていることから、その削減が求められる。さらに、処理場には下水由来

の資源が多く集まってくるため、その有効利用も求められている。 

これらの実現のために、工場・事業場の排水の水質の規制・指導、下水処

理場の適切な管理に努めるほか、これまで取り組んできた省エネ機器の導入

や消化ガスなどの下水道資源の有効利用を積極的に進め、市民と行政が協力

して自然豊かな神戸のまちや持続可能なくらしと社会を目指す必要がある。 

 

（４）下水道の見える化 

下水道は、下水道人口普及率がほぼ 100％となっていることや、下水管の

ように下水道施設の大部分は、日頃、目にする機会が少ないことから、市民

が意識することが少ない。 

そのため、市民と行政が下水道に対する理解を深める取り組みとして、処

理場見学と下水道のお仕事体験をあわせた「水環境フェア」、広報・啓発活
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動を一緒に行う「こうべアクアサポーター」、各種イベントや地元自治会、

小学校などで下水道の理解を深める取り組みなどを今後も継続するととも

に、より多くの方々に下水道を知ってもらえるような工夫や情報発信に努め

るべきである。 

更に、下水道用地を利活用することによる地域貢献や地元企業等との連携

による国際協力事業などを通じて、市民に神戸市の下水道事業を発信してい

く必要がある。 

 

（５）安定した下水道サービスの提供 

事業運営については、今後もこれまでどおり効率化に努めるべきであるが、

人口減少等に伴う有収水量の減少などにより、中長期的には下水道使用料収

入が減少するとともに、老朽施設の改築事業の増加などにより、経営が厳し

くなることが予想される。 

一方で、下水道が市民生活や社会活動に支障とならないよう下水道サービ

スを持続的・安定的に提供する必要がある。 

そのため、経営状況の現状と将来の見通しを踏まえ、公営企業として自立

し、安定した経営に努める必要がある。 

また、下水道サービスの維持や向上のためには、今後も技術の伝承や人材

育成、民間企業と連携した新技術の導入などに努めていく必要がある。 

  



 

- 12 - 

 

（参考１）神戸市上下水道事業審議会 審議経過 

 

（１）第 88回上下水道事業審議会（平成 28年 12月 12日) 

・「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり方」についての（諮問） 

・下水道専門部会設置 
 

（２）第１回下水道専門部会（平成 29 年 2月 15日) 

・下水道専門部会の進め方 

・下水道使用料の現状 
 

（３）第２回下水道専門部会（平成 29 年 5月 22日) 

・改築更新等の投資計画 
 

（４）第 89回上下水道事業審議会（平成 29年 7月 21日) 

・第１回～第２回下水道専門部会の報告 
 

（５）第 90回上下水道事業審議会（平成 29年 12月 18日) 

（使用料改定については審議せず） 
 

（６）第３回下水道専門部会（平成 29 年 12月 18日) 

・維持管理費の見通し 

・財政計画 

・経営改善策 
 

（７）第４回下水道専門部会（平成 30 年 3月 28日) 

・下水道使用料 

・神戸市の下水道事業 

・下水道使用料の改定案 
 

（８）第 91回上下水道事業審議会（平成 30年 8月 9日) 

・第１回～第４回下水道専門部会の報告 
 

（９）第５回下水道専門部会（平成 30 年 12月 14日) 

・下水道使用料の改定案 

・下水道事業経営計画の改定 
 

（10）第 92回上下水道事業審議会（平成 30年 12月 14日） 

・第１回～第５回下水道専門部会の審議状況の報告 
 

（11）第６回下水道専門部会（平成 31 年 3月 27日) 

・「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり方」の答申案 
 

（12）第 93回上下水道事業審議会（令和元年 5月 22日） 

・「今後の下水道事業の経営と使用料制度のあり方」の答申案  



 

- 13 - 

 

（参考２）神戸市上下水道事業審議会委員名簿 

（令和元年 5月現在） 

委員（17名）（五十音順、敬称略） 

◎：会長・下水道専門部会長  ○：下水道専門部会委員 

区 分 氏   名 補  職  名  等 

学識経験者

等 

○大 石   哲  神戸大学都市安全研究センター 教授 

○瓦 田 沙 季  兵庫県立大学大学院会計研究科 教授 

 鍬 田 泰 子  神戸大学大学院工学研究科 准教授 

 後 藤 玲 子  弁護士  

○桜 間 裕 章  神戸新聞社 常勤監査役 

◎水 谷 文 俊  神戸大学 理事・副学長 

○南    知惠子  神戸大学大学院経営学研究科 教授 

○柳 川   隆  神戸大学大学院経済学研究科 教授 

市民代表 

 岡 本 勝 利  神戸市自治会連絡協議会 副会長 

 小 野 愛 子  神戸市消費者協会 副会長 

 桂 田 重 信  神戸市商工団体総連合会 会長 

 多 田 雅 史  神戸労働者福祉協議会 会長 

○玉  田  はる代  神戸市婦人団体協議会 会長 

○津 田 佳 久  神戸商工会議所 常務理事・事務局長 

 林   靖 二  神戸市商店街連合会 副会長 

○伴   智 代  生活協同組合コープこうべ 理事 

○松 田 和 也  連合神戸地域協議会 副議長 

○瓦 田 太賀四  兵庫県立大学 理事・副学長 (平成 29年 3月 31日まで) 

大 内 麻水美  弁護士 (平成 29年 3月 31日まで) 

伊 原 由 美  弁護士 (平成 31年 3月 31日まで) 

○佐々木 利 雄  神戸市自治会連絡協議会 事務局長 (平成 31年 3月 31日まで) 

 

参与（5名）（敬称略） 

氏   名 補 職 名 等 

守 屋 隆 司  神 戸 市 会 議 員 

山 本 じゅんじ       〃 

沖 久 正 留       〃 

川原田 弘 子       〃 

住 本 かずのり       〃 
 


